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都道府県労働局安全衛生労使専門家会議の設置について

労働災害の発生状況については、安全衛生行政及び事業者による自主的な安全衛生活動

への取組みもあり、労働災害が多発していた昭和 30年代後半と比較して、死亡者数が約

6， 000人から約 1，000人へ、死傷災害についても約 40万人から約 11万人へと

大幅に減少しているところである。

しかしながら、近年はその減少率が鈍化しており、これまでと同様の手法で現場実態を

把握し、安全衛生施策を展開していくだけでは、木年6月に閣議決定された「新成長戦略」

の改革工程表に定める r2020 年までに労働災害を 30%削減する」との日傑の達成が

困難になることも予想されるところであり、これまで、以上に効果f向、効率的な行政の展開

が求められているところである。

このため、都道府県労働局に労働現場や安全衛生に詳しい専門家で情成する「都道府県

労働局安全術生労使専門家会議J(以下「専門家会議」という。)を設置し、地域における

労働災害防止対策、労働者の健康雄保対策の進め方等について意見を聴取し、その結果を

都道府県労働l司が策定する安全衛生に係る諸対策等に反映させていくこととしたので、 |ご

記に留意の上、 i出席なきを期されたい。

1 安全衛生専門家会議の設置について

(1)趣旨

記

都道府県労働局が推進する安全衛生施策について、現場実態を踏まえたより効果的

かっ効率的なものとするため、労働現場や安全衛生に詳しい専門家で構成する会議を

設置し、地域における労働災害防止対策、労働者の健康確保対策の進め方等について

意見を聴取し、その結果を地域の安全衛生に係る諸対策に反映させていくこととする。

(2 )名称等

専門家会議の名称は、 roo労働局安全衛生労使専門家会議Jとすること。



また、委員の名称は 100労働局安全衛生専門委員J(以下「委員」という 0) とす

ること。

(3 )委員の構成及び委嘱等

委員は、労働組合及び使用者団体が推薦する現場実態に詳しい専門家、リスクアセ

スメントやメンタノレヘ/レス等に詳しい労働安全・ f術桁生コンサル夕ントや産業保健分野

に精通した医|白附1百判叩il市li等で

なお、委員の任期は 2年とし、都道府県労働局長が別紙1の委l病状により委嘱する

こと。

また、都道府県労働局ごとの委員の人数は、別紙2の範聞で委嘱することを原則と

し、労働組合及び使用者団体の惟J.!害者についても同数を原則とすること。

(4 )議事等

専門家会議においては、地域の現場実態を知る委員から、以下の事項について意見

聴取等を行うこと。

ア 労働災害の再発防止策の検討等労働災害の防止に関すること

イ リスクアセスメントの普及促進に関すること

ウ 職場におけるメンタルヘルス対策に関すること

エ 労働者の自殺防止対策に関すること

オ過重労働による健康障害防止に関すること

カ 職場における受動喫煙防止対策に関すること

キ 石綿等による職業性疾病の予防に関すること

ク 安全衛生行政と地方自治体、関係団体等との連携に関すること

ケ その他(現場に対する安全衛生パトロールの実施、集団指導への参画等)

(5 )開催回数

開催回数については、年間 2回を目安とするが、委員やその推薦団体の意向等各局

の事情を考慮の上、増減して差し支えないこと。

なお、現場に対するパトロールの実施をもって専門家会議の開催として差し支えな

し、こと。

(6 )開催時期等

専門家会議の開催時期は、各局の事情等を考慮の上、適切な時期に開催すること。

なお、現場に対するパトロールの開催時期についても同様とするが、全国安全週間

や全国労働衛生週間等の行事に併せて行うことが考えられること。

(下)専門家会議の議事進行

専門家会議は、地方労働審議会と異なり、特定の事案について議決を行う機関では

ないことから、議事を総理する会長等は設置しないものであること。議事の進行は都

道府県労働局が行い、上記 (4)の事項について情報提供及び意見の聴取等を行うこ



と。

(8 ) 設{位!2[~耐え守

以上をまとめた設問要綱(例)を)]IJ紙3により添付するので、第 1回の咋川家会議

において、委員から設F122刑判の了承をねること。

2 その他

(1)委民の十;11t'¥liI~;};について

委l:iの，iM<I'i:については、別j率指示するところにより支給すること。また、'.1/川家会

議やノ什、ローノレ参))11のための旅ft'についても、行政経1'1: から支~I\すること。

( 2 )委L-~lω身分について

委(1については、 IT.Iの任命怖:行(行1)J出向山'JI'(fOJ}"j K)に.J:つぐ任命され、 IICfω・Ii務

lこf正・1Iし、その業i'j)に比fTぅ4li州Hを給付することから、 JI・7if助のIICf家公}先!-.tでめるこ

と.. 

( :1) '.liJ 11 1家公1泌と j山)j労働'出品会のWJ係について

，.I{I"I家会，:&(士、 J}V;M'):;態 lこ詳しい'.1/川家から安全j"J':i' J:Iこヰ.'f'(じした立比を '~~UIÍ(叶パJ- る

ものである U

一方、 l山);労働'1f1.i協会("/;(f;}J災117|りJlli?1172)lI公');'伎のそれぞれの{¥:六の立土砂泊、ら

)(iU 11 、 J'J働条1' 1 、 I'~J ':';'; i -'i' j也J;Biについて'九:浅いただくものでんるυ

したがって、 "I，j/'í'I;)\ ，泌 'lqJ、J'N、~ l~'l の，'OJ/) ('Y111j家と公ツi'1~( I:;}~) 、会 [ld)JTLjiJ

'J:iili< Iこ iJ サる j、 II~.'. ('!{II1I'I"I:)うFがJI11なる ιの C¥(りる一こと。
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l}IJ紙 3

都道府県労働局安全衛生労使専門家会議の設置について(例)

1 lTt li~"I: 

行[1道府県労働J司が H(~.ìfjjする 12全仲Iノ|ミ施策を引場実態を附まえたより効来的かつ効率的

なものとするため、ツj'働JJ，J)坊や安全iitfT12lこilrしいiJi[l1[家で桝h比する会議をli3tli~( し、地域

における労働災:i計約 1['.対策、ッ;{国ün行の(ij:Jぷ{前:ihh 対策の進め);~;トについて，U:見をIMU[Í(し、

その結果を地域の安全117ifltに係るill'ik.J策に反映させていくこととする。

:2 1'，FF 

γtJfl;は、 IOO')'iHiJJ}"l安イゴ，¥'i:[::JJ'j~ "l[1I1家会議J'とする。

会 Ij~込 U) h" ih比 H(/) 'I'， {JFI:J: 100労働}..;J'ム'全術ノ1:，I{川会主'LJ (以ー卜「委L:tJ という。)と

し、1'i[lji:!Jfリり，U;'l!fiiJH，JKiJ't5 1~Jíする。

:3 Wi:ll.比

安iU土、以'ドの行でIl'IiI戊する"

( 1) :JiHOJK，1 L (i-.J(('1J1J I'i' 

( 2) H~ JlII'i'ト1¥(本Iii11!;tt

( :3)その 1山刀'r~oJ)"J kが必 I~ と 1itdめる行 0;'似Ü(ム'fR-i!?Iノ[:，コンサノレクント、 l;7・'%:' (!.tH:処分~!f

に1'I';-;JJjし/こ[~~.r:I[i う下)

.-1 11.民-liit; 

会".込においては、 J}~JJ}'ß!j患を };II る'，Ii[1IJ家ω、・'/:J)，/]泊、ら、以ドの・Jl・J!'lについて t白川を11111以

する。会，泌で!|lされた』むi:.1t!..については、 l出J)員UJ 'J;..'全 it1tiノ|胞策を J)~J;M'_λ態を l附まえた上り

交}J 月~i'I(Jかっ44Jrネ I'I(Jなむのとす，るためにi，IiJ 11するu

(1) :.iiHOJi5U;:の11j.姶|り'j11ー策のldIJ、l匂:.iiHsJ災;i，:の[VjJ上に!日付ーること

(2 )リスクアセスメントの昨及促進に関すること

( 3) I~的場におけるメンタルヘルス対策に閲すること

( 4) :.ïij~OJ;1斤の 1'1 *則的11:対策にWJすること

( 5 )曲m:.i;'HOJによる他!JElliI'Ilia|り'j11ーに|似すること

( 6) Irii~場における受動l附)'，'i IVj II:XJ策に関すること

(7) イi制il勺に上るI1抜染'['1，政11;1の二円りjにl日付一ること

(8 )安全11'M生行政と Jlli)j1'1治体、 WJ係同休呼とのj1!J)!;に|則すること

( 9 )その仙(現場に対する安全11M生パトロールの実施、集団指叫への参似11今it)


